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土技第  403 号   
令和 8 年 6 月 25 日   

 
土木建築部各課(所)長 殿 

 
技術・建設業課長   

（公印省略）    
 

土木工事における週休２日の取組方針について（通知） 
 
 建設業の働き方改革を推進する観点から、週休２日の確保にあたって必要となる費 
用の計上等を行ってきたところであるが、週休２日工事の取組状況等を踏まえ、令和 
8 年 7 月１日以降に予算執行伺いを決裁する工事について、下記のとおり行うこととした
ので通知する。 
 
１．対象工事等 
 沖縄県土木建築部が所管する土木工事標準積算基準書を適用した土木工事 
 
２．週休２日の取組方針 
 他産業と遜色ない建設業の働き方の実現に向け、多様な働き方が求められているこ 
とから、地域の実情や現場の状況等を踏まえ、週休２日や交替制など、適切な方法に 
より取り組むものとする。 

なお、これまで実施してきた週休２日の取得に要する費用の計上等による試行は完 
了とし、今後は費用計上等を実施しないものとする。 
 
３．多様な働き方の支援 

多様な働き方を支援する観点から、発注者は、施工期間・時間等の変更について受注者
から協議があった場合には、丁寧に協議に応じるものとする。 
 
４．工事成績評定に係る暫定措置 
 令和９年 3 月末日までに完成する工事の成績評定は、以下のとおり取り扱うこととす
る。 
 （１）工事成績評定 

①他の模範となるような完全週休２日（土日）を達成した場合 
評価方法：下記項目にて評価する。また、②および③の各項目においても評価する。 
1）現場監督員 
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 -５．創意工夫 
 -Ⅰ．創意工夫  

-【働き方改革】- ☑他の模範となるような完全週休２日（土日）を達成。 
 

②月単位の週休２日かつ現場一斉閉所日を達成した場合 
評価方法：下記項目にて評価する。また、③の各項目においても評価する。 
1）現場監督員  

- ２．施工状況  
- Ⅱ．工程管理 - ☑その他（理由：月単位の週休２日かつ現場一斉閉所日の達成。） 

2）主任監督員  
- ２．施工状況  
- Ⅱ．工程管理 - ☑その他（理由：月単位の週休２日かつ現場一斉閉所日の達成。） 

 
③月単位の週休２日を達成した場合 

評価方法：下記項目にて評価する。 
1）現場監督員  

- ２．施工状況  
- Ⅱ．工程管理 - ☑休日の確保を行っている。（月単位の週休２日を達成した。） 

2）主任監督員  
- ２．施工状況  
- Ⅱ．工程管理 - ☑工程管理に係る積極的な取組が見られた。（月単位の週休２日を達

成し、かつ工期内に工事を完成させた。） 
 

（２）確認方法等 
① 受注者は月単位の４週８休以上の取得計画を記載した「取得計画表（参考様式

１）」を作成し、発注者の確認を得たうえで施工計画書に添付するものとする。 
② 受注者は毎月の履行報告時に、「休日取得状況報告書（参考様式２）」を発注者へ

提出する。 
③ 発注者は施工プロセスチェック時に、日報等により休日の確保を行った記録を

確認する。 
④ 週休２日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、

改善に取り組むものとする。 
 

（３）特記仕様書 
特記仕様書には以下の通り、工事成績評定の取り扱い及び実施状況の確認方法につ

いて記載する。 



 

3 
 

第○条 週休２日（土日）の取組について 
 本工事は、受注者が、週休２日（土日）の取組について、工事着手前に選択をし、選択結果に
ついて発注者と協議する。 

完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間
に２日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、土日に加えて、受注者自らが
土日以外にも現場閉所することは可能とする。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざ
るを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。 
 月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所を行ったと認
められる状態をいう。建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は毎週土日の現場閉所が
達成できるよう努めるものとする。 
 工事着手前に、月単位の４週８休以上の取得計画を記載した「取得計画表」を作成し、発注者
の確認を得たうえで施工計画書に添付するものとする。 
 毎月の履行報告時に、「休日取得状況報告書」を発注者へ提出する。 
 週休２日の取組状況により、工事成績評定における創意工夫及び工程管理の項目で評価する。 
取組姿勢が見られない場合には減点を行う。 

週休２日の取組状況による工事成績評定は、令和 9 年３月末日までに完成する工事を対象とす
る。 
 

附 則 
１ 本通知は令和８年７月 1 日以降に予算執行伺いを決裁する工事から適用する。 
２ 以下の通知（以下「旧通知」という。）は令和８年 6 月 30 日をもって廃止する。ただ

し、令和８年 6 月 30 日までに予算執行伺いを決裁する工事については、旧通知によ
る。 

（１） 令和７年６月 24 日付土技第 441 号 
「土木工事における週休２日試行工事の実施要領の改定について（通知）」 

（２） 令和７年６月 22 日付土技第 422 号 
「土木工事における週休２日交替制モデル工事の実施要領（試行）の改定について
（通知）」 
 
 

【担当】 
 技術・建設業課 
 技術管理班 新田（IP3467） 

TEL098-866-2374 FAX098-866-2506 
E-mail：aa060119@pref.okinawa.lg.jp 


